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仙台市ガス局規程第六号 

 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和八年三月三十日 

仙台市ガス事業管理者 佐 野  直 樹 

   仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程 

 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程（昭和三十二年仙台市ガス局規程第五号）の一部を次のように改

正する。 

現 行 改正後 

第六条 次の各号に掲げる職員については、その者の受けるべき

前条第一項本文の規定による号俸の号数に当該各号に掲げる

経験年数の月数を十八月（経験年数のうち五年までの年数の月

数については、十二月）で除して得た数（一に満たない端数は、

切り捨てる。）に四（新たに職員となった者の職務の級が五級

以上であるときは、三）を乗じて得た数を加えて得た数を号数

とする号俸をもってその者の初任給として受けるべき号俸と

することができる。 

第六条 次の各号に掲げる職員については、その者の受けるべき

前条第一項本文の規定による号俸の号数に当該各号に掲げる

経験年数の月数を十八月（経験年数のうち五年までの年数の月

数については、十二月）で除して得た数（一に満たない端数は、

切り捨てる。）に別表第七イに定める給料表六級以下職員昇給

号俸数表の昇給区分良好の欄の上段に掲げる号俸数を乗じて

得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもってその者の初

任給として受けるべき号俸とすることができる。 

［一・二 略］ ［一・二 略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 別表第六２の項から 77の項までの昇格後の号俸７級の欄及び８級の欄を次のように改める。 
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 別表第七を次のように改める。 

別表第七（第十七条関係） 

 イ 給料表６級以下職員昇給号俸数表 

 職員区分 昇給区分 

特に良好 良好 やや良好でない 良好でない 

昇給の号俸数 高齢職員以外の職員 ５以上（給料表の適用を

受ける職員でその職務

の級が５級又は６級で

あるものにあっては，４

以上） 

４（給料表の適用を受け

る職員でその職務の級

が５級又は６級である

ものにあっては，３） 

２ ０ 

高齢職員 １以上 ０ ０ ０ 

 備考 
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  １ この表は，給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以下であるものについて適用する。 

  ２ この表において「高齢職員」とは，55歳に達した日以後の最初の３月 31日後に在職する職員をいう。 

  ３ 高齢職員以外の職員で昇給区分がやや良好でないに決定されたもののうち，管理者が別に定める職員の昇給の号俸数は，３と

する。 

 ロ 給料表７級以上職員昇給号俸数表 

 昇給区分 

特に良好 良好 やや良好でない 良好でない 

昇給の号俸数 １又は２ ０ ０ ０ 

 備考  

  この表は，給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級以上であるものについて適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和八年四月一日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和八年四月一日（以下この項において「切替日」という。）に昇格又は降格（以下この項において「昇格等」という。）した職員

については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなし

て改正後の仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第十一条又は第十二条の規定を適用する。 

（ガス局総務部総務課） 


